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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人エネルギー総合工学研究所

（IAE）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべき

との申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Q 50009：2023 
 (ISO 50009：2021) 

エネルギーマネジメントシステム－ 

複数の組織で共通のエネルギーマネジメント 

システムを実施するための手引 

Energy management systems-Guidance for implementing a common 

energy management system in multiple organizations 

 
序文 

この規格は，2021 年に第 1 版として発行された ISO 50009 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

JIS Q 50001 は，単一の組織がエネルギーパフォーマンスを継続的に改善するために必要なシステム及

びプロセスの確立を可能にするように開発された。状況によっては，複数の組織がエネルギーマネジメン

トグループ（EnMG）を設立して共同でエネルギーをまとめて管理すると，より良いエネルギーマネジメ

ント結果を得られることがある。この状況は，技術の変化及び分散型エネルギー資源の普及によって生じ

ると考えられる。 

EnMG には，次のような複数組織を含めることが可能である。 

－ 都市，地区，単一の工業団地など，地理的に特定の地域内で活動する組織 

－ 食品加工，鉄道輸送，大学など，単一のセクターに属する組織 

－ スーパーマーケットチェーン，自動車メーカーなど，共通の顧客（サプライチェーンメンバー）を共

有する組織 

－ ショッピングモールの建物のテナントオーナーなど，共通のサービス提供者からサービスを受ける組

織 

－ 一つのユーティリティシステム（蒸気，電気など）を共有する組織 

－ フランチャイズグループの一部を形成する組織。フランチャイズのファストフードチェーン（共通の

供給者との），共同店舗網の下で運営される独立した小売店など，共通の供給者をもつ可能性がある

（ただし，必ずしももつ必要はない。）。 

－ 株式の持ち合い関係がある，共通の所有権下にあるなど，より広い経済グループの一部を形成する組

織 

－ 自治体が所有する様々な種類の施設（市役所，図書館，病院など） 

－ （自発的に設定した又は義務付けられた）共通の目的又はエネルギー目標を共有する組織 

－ 同じエネルギーパフォーマンス指標（EnPI）の改善に合意する組織 

－ 業界団体のメンバー 


